
  

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         

 

        

 

                            

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

日野小だより 令和 8年度４月号   

京都市立日野小学校 

京都市立日野小学校 校長 椎谷 孝彦 

    〒６０１－１４０６京都市伏見区日野谷寺７８番地 

TEL(075)573-1567  FAX(075)573-5491 

 

 
日野小学校 学校教育目標 

「自分も人も大切にし、学びを生かして未来を拓く子の育成」  
日野小学校長 椎谷 孝彦 

日野小学校は、人権尊重の精神を学校教育の基盤とし、一人一人を大切にしながら、意欲をもって学

習に取り組む子ども、たくましく生きる子どもの育成に取り組んでいます。さらに、さまざまな集団活

動を通して、自らを律する力を高められるよう日々の教育活動を進めています。 

今年度は、「自ら学び、深く考える子」「自他を大切にし、互いの良さを認め合う子」「体を大切にし、

ねばり強く挑戦する子」を目指す子ども像とし、教職員一丸となって子ども達一人一人をしっかり見つ

め、教育活動に取り組んでいきたいと思っております。 

保護者の皆様や地域の皆様のご理解、ご協力を本年度もよろしくお願いいたします。 

入入学学おおめめででととうう！！  
4 月１０日(金)、第 4６回の日野小学校入学式が行われ、５５名の１年生が入学しました。椎谷校長先生

からは、１年生のみんなに頑張ってほしいこと3つ（「元気よくあいさつすること」「大きなけがをしたり、

大きな事故にあったりしないように気を付けること」「早寝早起き」）についてお話がありました。子ども達

は、校長先生のお話を静かに聞いていました。 

今年度も、来賓の方々にも参加していただき、地域の方々と共に入学をお祝い 

することができました。１年生は２１日(火)まで集団下校しますが、その後は 

自分達で下校する予定です。子ども達が安全に下校できますよう、出迎えや声 

かけなど、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

新着任教職員を紹介いたします。 

     よろしくお願いいたします。 

 

 

     

よろしく 

お願いします。 

携帯電話について 

 学校では、学習に必要でない物は持って来ない

ように指導をしています。携帯電話につきまして

も同様に、原則として禁止にしています。ご家庭

の事情で、どうしても持たせる必要があるとき

は、必ず、担任まで連絡をいただき、ご相談くだ

さい。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

日野小学校の 

あったかことばキャラクター 

キャッチくんです。 

 

「就学援助」及び「総合育成支援教育就学奨励費」制度のお知らせ 
 

京都市では、お子さんが市立小・中学校へ就学するにあたり、経済的な理由によりお困りの保護者に対し、学用

品費等を援助する就学援助制度を設けています。 

 

※ 新１年生で入学前に申込みをされた方は、再度申し込む必要はありません。 

※ 様々なご事情により家計が急変する等、経済的な理由でお困りの場合は、収入状況の悪化がわかるものをご

提出いただくこと等により認定できる場合がある臨時措置を設けています。まずは、学校にご相談ください。 

 

また、育成学級に在籍しているお子さんのご家庭や、普通学級に在籍し、総合支援学校に通う程度の障害がある

お子さんのご家庭に対し、学用品費等の一部を補助する総合育成支援教育就学奨励費制度も設けています。 

申込みの手続きやご相談・ご質問がある方は学校までお申し出ください。 

教職員の紹介 
スマイル教室 

 本校では通級指導教室が常設されていま

す。名前は「スマイル教室」です。通級担当

は、基本的に水曜日は、春日野小学校に行っ

て、巡回指導を行います。ご理解とご協力を

よろしくお願いいたします。 

■虐待通告の義務について■ 

児童福祉法第２５条では、児童虐待を受けた

と思われる児童を発見した場合、すべての国民

に通告の義務が課されています。 

 学校においても、児童の安全を最優先に考え、

虐待が疑われる場合には速やかに児童相談所

等へ通告します。児童の安全・安心のため、学

校・家庭・地域全ての目で児童たちを見守って

いきたいと思います。 

こどもみまもり隊のみなさん 

 こどもみまもり隊のみなさんは、子ども達が安

全に登下校できるようにと、毎日ボランティアで

みまもり活動をされています。おかげで子ども達

も安心して登下校ができています。保護者の皆様

もご都合のつく日・時間帯に子ども達の様子を見

たり声かけをしたりなど、出来る範囲でのご協力

をいただければと思います。 

 配布した紙面か  

すぐーるで  

ご確認ください。 

 

 配布した紙面か  

すぐーるで  

ご確認ください。 


